
‾`9

ぜ
てｆﾆﾆﾆｔ-･ｊｌＬ__＿＿－一 一一 一 －

?土 浦 平 和 の
ﾑILT？

でtユ ース ＮＯ１１５ ２００２年 ３月

でli

吮 廴 ＿＿一 一 一 一＝－～ｇ一 一乙＝ニニニニコガ ＝ｙ霆 二ｊy‾

発　 行　 土 浦平 和 の 会

事 務 局　 土 浦市 神 立 町 ２６６４－２

ＴＥＬ　３１－９1２２

存 置 j2密 を謹 レ てZ£な弓な り
ア メ リカ 追 従 の小 泉 内 閣 のも とで 憲 法 改悪 、有 事 立法 制 定 の 準備 が 進 め られ てい ま す。

元 防 衛庁 官 房 長 竹 岡 勝 美 氏 は 国会 議員 有 志 に 宛 て た 「有 事 立 法 へ の疑 義 」の な か で 「日 本 の外

交 ・防 衛 に 有 事 を もた ら さない 『抑 制 』を 」と 訴 え てい ます。周 辺 隣国 に 一 方 的 な対 日侵 攻 の意

図 な ど全 く 見 え ない の に 、超 憲 法的 な 国家 体制 に まで 踏 み込 む 有 事 立 法 を 、い ま なぜ 騒 ぐ 必 要 が

あ る の か とい う意 見で す。元 自衛 隊最 高幹 部 西 元 徹也 氏 も 「今 日 か ら 見 通 し うる 将来 にお い て 、

我 が 国 に対 す る 本 格 的 な武 力 攻 撃 が生 起す る と は 見 ら れ ない 」と 言 っ て い ます。

必 蒭 ６々り の だ 次 ぎ 沿 ぐ の か

1999年 制 定 の 「周 辺 事態 法」は アメ リカ が行 う戦 争 に、日 本 が協力 す るこ と を決 めまし た。

民 間や 自 治 体 も動 員 さ れ る こ とに なっ てい ま す が、「強 制 で はな い 」こ と にな っ てい ま す。ア メ

リカ の 要 求 は 、強 制力 を持 っ た 法 制 とい うこ と な ので す。

＊　「協 力 に 消 極 的 な 民 間機 関 や 自 治 体に 対 し 、必 要な 協力 を 行 うよ う強制 で き る 立 法措 置 が

必 要 」（０１・４月 「冷 戦 後 の「ﾖ米 同 盟 」）

/･譱‘裏 立‘跛 厂 ご ど 泓 な る の か ？

ｊ．「防 衛 庁 所 管 の法 令 」に よっ て 国 民 の施 設 、土 地 、家 屋 、物 資 を 徴 用 し た り 、医 療 、土 木

建 築 、輸 送 に 従事 す る国 民 を 協力 させ る。

２，様 々な 法令 に 特 例 を 設け て 、軍 事 を 優 先 させ る。「他 省 庁 所 管 の法 令 」

Ｊ，自 衛 隊 向 け の 国内 法 制 を 米 軍支 援 に 適 用 す る。

ブ ッ シ jZな が 楕 敢 尤 紬 まy￥衣 龠 で癢 爭 を 置 旡 す る フ も ク で 冖 る

ブ ッ シ ュ 政 権 は 「敵 が将 来 与 え か ねない 脅 威 を除 去 す る 」た めに 軍 事力 を 行 使 し 、「他 国 の領

土 の 占 領や 政 権 交 代 を させ る。」「相 手 国 の 同 意 な し で も米 軍 の 拠点 を設 け て 「強 制 侵 入 部 隊」

を展 開 す る。」と 言っ て い ます。

こ の ア メ リカ に 追 従す る限 り、日 本 が戦 争 に巻 き 込 ま れ 、「有 事 」に な る 危 険 が あ るこ とは 明

かで す。小 泉 内 閣 の 改 憲 路線 を 止 め させ るた め に が んば り まし ょ う。
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１１　百 里 平 和 稲 荷 初 午 祭 （百 里 平 和 公 園 ）

１９　平 和 の 会 理 事 会 （１中 地 区公 民 館 ）

２３　県 平 和 委 常任 理 事 会 （水 戸 ）

１９　平 和 の 会 理 事 会 （１中 地 区 公 民 館 ）

２４　県 平 和 委 理 事 会 （水 戸 ）
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